
 

  

給与計算のアウトソーシングによる業務効率化とコスト削減をサポートいたします。 

 

 

 

 

 

Ｑ1   このように社会保険料は毎年変更されていますが、貴社の対応は大丈夫ですか？   

Ｑ2   担当者の交代や不在などに対するバックアップは大丈夫ですか？  

        ⇒ 担当者が休みでも、給与計算は待ってはくれません！  

Ｑ3   情報保護は大丈夫ですか？ 

  ⇒ 担当者は、社員や経営者の給与も知る立場です。  

これらの問題を「給与計算アウトソーシング」で一挙に解決できます！  

他にも、① 給与ソフトやシステム導入、メンテナンスコストの削減  

② 人件費等の管理コストの削減 

                       などのコスト削減も見込めます。  

 

 

 

給与計算の標準料金表（1 月あたりの料金）  

   ※正式には、ヒアリングの上で御見積りいたします。 

計算対象人数 
給与計算月額（税込）  

諸費用（税込） 
基本料金 人数割  

1 ～ ２９人 11,000 円 勤怠管理あり 1,650 円 /1 人 

（タイムカード読取り等） 

勤怠管理なし  

770 円 /1 人  

会社設定料金（初回のみ） 

11,000 円  

従業員登録料金   

1,100 円／1 人当たり  

 

有給管理及び有給休暇管理簿の作成 

50 人以下：5,500 円／月額 

以降、50 人毎に 5,500 円加算 

3０ ～ ９９人 22,000 円 

100 ～ 199 人 33,000 円 

200 ～ 299 人 44,000 円 勤怠管理あり 1,320 円 /1 人 

（タイムカード読取り等） 

勤怠管理なし  

550 円 /1 人 

300 ～ 399 人 55,000 円 

400 ～ 499 人 66,000 円 

500 人～ 別途御見積り 

なお、弊事務所と労働保険・社会保険等の手続顧問契約を締結している場合は、上記の 

基本料金と初回費用は無料といたします。 

 
 

神戸事務所 〒650-0004 神戸市中央区中山手通 5-1-1 神戸山手大木ビル 6F 
  TEL：078-361-2031  FAX：078-361-2035 

姫路事務所 〒670-0955 姫路市安田 4 丁目 36 番地 マサミビル 3F 
TEL：079-286-5030  FAX：079-286-5040 

 ０１２０－６６—８０５０  (ＦＡＸ) ０１２０－３８—３３９９ 

給 与 計 算 

社会保険労務士法人  

庄 司 茂 事 務 所  

 健康保険料率・介護保険料率（協会けんぽ）…毎年 3 月分より改定 

 厚生年金保険料率…18.3％の定率 

 社会保険料の定時の等級変更…毎年 9 月分より改定 

 雇用保険料率…毎年 4 月分より改定 


